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高度成長下の土地政策，と大規模宅地開発

一一大規模宅地開発と農民 (1)

木 村 隆 之

、I はじめに

農地改革をへて日本経済の「高度成長Jがはじまる1955年以後のわが国では，

土地問題は，高地価の問題として，あるいは土地の月プローノレ的開発や地域開

発のための用地確保に関わる土地資源の有効利用の問題として，さらには土地

投機の問題としてなど，実践的にも理論的にも様々な方面から論じられてきた。

そして，こうした論議をつうじて政府，財界，農業団体，学界など各界より数

多くの土地対策案が提示され，その一部分はすでに立法化，施策化されている。

国土計画・都市計画のための立法〔国土総合開発法，首都圏整備法，新都市計画法

等). 地域開発のための立法〔新産業都市建設促進法，農村地域工業導入促進法等〕

lあるいは用地取得のための立法〔土地収用品土地区画整理法等〉などがそれであ

るD。

1) 1955年以後のわが国の土地政粛は，高地価対策を中心に展開し，土地利用面からの種々の対策

を提起している.また，地価。需要供給関需に立ち入った研究もすすめられている，

地価対策と Lて主要なものをあげると，経済企画庁「地価高騰の現状と見通し並びにその対策

についてJ (196C年).宅地審議会「地価対策について町中間報告J (1965年λ 閣僚会議「地価

対粛についてJ(1965年〕等があるJ
地価の理論的研究とそれにもとづく地価対策案の最近のめだった提言としては次のようなもの

があるa 大都市住宅限界地に担ける地価形成の研究と市街化区構内農地への宅地並み課税案〈新

沢嘉芽統華山謙「地価と土地政策」昭和 45年)。 土地市場の研究とキャピタルゲイ γ 課税案
(小官官量芥こ郎，土地U価格， r地棋経済と吏通」昭和 45年，および，地価対捕の基本問題. r呂
本の土地問題」昭和47年)。

この他にも不動産鑑定の必要から生まれてきた地価理論があり，次のよきな文献が著名であ

るB 杉本正幸「市街地価格論」昭和 8年。宮下正一郎「宅地価格と評価法の研究J昭和38年。山
崎厳「宅地問題の研究」昭和41年B

しかし，日本の土地問題を単に地冊問題とみることはできず，地価畢騰の背後で，土地所有権
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これらの土地関連法規は，一見，具体的必要に迫られて個々に他とは無関係

に制定されたかのようであるが，時の経過とともに土地政策のひとつの方向へ

り体系化をめざして個々の立法化が積み重ねられてきたことが浮き彫りされて

きた。

本稿で主として検討するよ地政策の一環としての宅地政策もまたそうである。

宅地政策はわが国ではもともと住宅政策の一部であったが，戦後の宅地政策の

中心が公的機関の介入による宅地の「計画的大量供給」に移行するにつれて，

士地政策の一環色して体系化が促進きれるようになってきた。なぜなら，宅地

の大量供給を計画的に推進するには唱宅地をだれが，どこに，どれがけ.いか

にして供給していくのかという課題が宅地政策の具体的課題となり，宅地需要

の大き〈なった1955年以後の高度成長期には，この問題の解決のために，宅地

政策を土地政策の一環として体系的に整備することがと〈に必要になったから

である。

本稿では，土地政策の一環としての宅地政策のなかでも今日中心的な位置を

占めている大規模宅地開発政策を主要に分析するが1 この大規模宅地開発政策

を制度的な側面からみた場合，用地確保のための諸制度と確保された用地の開

発事業を実施するための諸制度(資金白調達など〉という 2つの制度に大別され

る。本稿では， と〈に前者に限定して，大規模宅地開発と高度成長下の土地政

策との関連を解明する己とに主眼をおしそれは筆者が宅地開発にあたって用

地を提供ナる側の農業の問題，とりわけ農民からの土地収奪の問題に大きな関

心をもヲからであり，次章以下では，戦後今日にレたるまでの宅地政策の展開

過程 C，農民の農業生産用地と Lての土地の利用権と所有権がいかに侵食され

つつあるかを明らかにしていきたい〈今日の強権的な農民から申土地収奪が目本農

がどのように変質しているかという点こそが追求されなければならないだろう。地価対策という
土地利用面だけに問題を限定した把握の仕方では，地価低車化にも充分な効果をあげえないU で
あって，近時』こいたるにつれて地価対策も次第にギ地所有権にかかわるような形で提起されるよ
うになって吉ているのである。代表的なものとして，自民党都市政策調査会「都市政策大綱」
(昭和43年)，および宮沢弘「新国土計画論J(昭和4出刊を事照.
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業の今後にどのような影響をおよぼすか， とくに農地改草によって創出されたいわゆる

自作農体制が今日どりような状態におかれ， 将来どうなるかという日本農業の基本的な

土地問題については今後の研究課題としたい〉。

なお，以下では，第2章で戦後日木における宅地政策のあゆみを 3つの時期

に区分して要約L...土地政策のなかでの大規模宅地開発政策の位置づけをした

後，第3章で大規模宅地開発の本質を農民からの土地収奪との関連で分析するo.

なお， こうした本質を実証する課題は日本の代表的なユュータウ Yの事例を考

察する続稿に譲りたい。

11 戦後の宅地政策のあゆみ

宅地政策は戦争直後には，むしろ住宅政策の一部をなしていたが.その後宅

地政策として次第に独自の体系を構成するようにな札さらに土地政策の一環

に組み込まれてきた。まず，この戦後の宅地政策の展開過程を 3つの時期に区

分し，宅地政策の制度的変遷を確認しておこう。〔圏一1参照〕

1 第 1期 (1950年代〉

この時期には戦災による家屋の焼失，〆都市への労働力の新たな流入による戦

後の住宅難に対処するために，住宅供給の増加を公的手段によって推進するた

めの一連の措置がとられた。その主たる内容は住宅建設に対する公的資金の融

資および公的機関による住宅の供給(賃貸，分譲〉であり，そのための制度とし

て，この時期には住宅金融公庫法、公営住宅法・日本住宅公団法といういわゆ

る住宅三法が誕生した。

宅地政策の面からみれば，その 1つはこうした住宅建設のための用地を確保

するこ主にあった。用地確保の方法は多〈の場合任意の買収に上っていたが，

定の法的強制力を持つ方法も生まれた3 土地区画整理，および地方公共団

体・住宅公団等の行う 11団地の住宅経営」に対する土地収用法の適用がそれ

である。いずれの方法も本来は宅地供給のために生まれたものでなし前者は

市街地において公共施設用地を生みだすための制度であり，その実施が土地利
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用の効率を高める結果として副次的に宅地供給に役立つというほどのものでし

かなかった。後者も土地収用権をたてにして住宅用地の大量確保を行うという

趣旨ではなく，住宅団地の建設を円滑ならしめるための措置であった。

当時の宅地政策の中心は，盛んになり始めた民聞の住宅建設を円滑にするこ

とにあり，その主売る内容は，宅地建物取り引き業決による不良不動産業者の

規制であり，建築基準法に基づく建築物規制による防災等を目的とした間接的

な不良住宅地造成に対する規制であった。

上述のように，この時期の宅地政策では公的機関による宅地供給制度は副次

的なものであったが，公的機関による住宅供給制度が確立したことは，次の時

期において宅地の大量供給という政策が推進されるための重要な礎石とな毛も

のであった。

2 第 2期 (1960年から1968年まで〉

宅地政策は1960年の建設省「宅地総合対策J(以下「総合対策」と略す〉によっ

て住宅政策とは相対的に独自の政策として位置づけられるようになり，以後，

公的機関による宅地供給とりわけ大規模宅地開発政策が宅地政策の中軸になっ

た。その後196陪竿に成立をみた都市計画法によって，宅地政策が土地政策に包

括される段階にいたるがそれまでの1960年代の大半の期間を第 2期とするこ

と古〉できょう。

「総合対策」は宅地の計画的大量供給を宅地政策の基本に位置づけ，そのた

めの制度が形成される端緒を聞いた2)。そとでは第 1期とちがって， 公的機関

による宅地供給が住宅政策の付随物という限界を越えていわば独自の宅地政策

として提起されている。こうして宅地政策を独自に提起することは，具体的に

は，だれが，とのような方法で，ど乙に，どれだけの宅地供給を行うのかを構

2) 一般的にみて. I総合対策Jは1945年与来の住宅対革審議会の活動成果であり， ζの時期まで
の種々 の住宅政策が葉大成きれたものと言え土号。そとでは，産業の地方分散によ勺て大都市町
宅地需要を緩和することが強調され，新首都の建設等の提言もなされている。しかし本稿では
そうした提言についての樟討ではなし宅地政晴の側面から，公的機関を中心にした宅地の大量
供給という新しい方向に着目してそり性格づけを試みた。
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想することでもあり，宅地政策は土地政策全体と密接な関連を持つことになる。

この意味で画期的な政策提言であったといえよう。

1なわち，宅地問題は「宅地の供給が適切に行なわれていないことJ (1総合

対策」緒言〉にあるという見地から次のような基本的対策を提起している。

①単に量的に住宅を供給するのではなくて 1大都市機能の都市圏への分散」

をはかることを目的として追求すべきであり， 京浜 1日目 km圏， 阪神 中京

50km図，北九州 30km圏kいうような「広範な圏域を設定しJ. その閤域

内で宅地を大量に供給すること。②宅地の造成手法は「大規模でなければなら

ないj から，それに対応した新しい手法を採用すべきこと。G:宅地を造成する

主体として， 地方公共団体， 同本住宅公団， 公社， および民間の適切な指導

助成を行うとともに住宅公団の宅地造成部門を画期的に強化していくこと九

この「総合対策」に示された基本方針に沿って大規模宅地開発事業を整備する

ことが宅地政策の中心的課題となった3 こうした必要に対応して， 新住宅市

街地開発法〔以下，新住法と略す〕に基づく新住宅市街地開発事業(以下，新住事

業と略す〕および日本住宅公団先買区画整理事業〔以下，公団区画整理事業と略す〉

という 2つの事業方式が生まれた。いずれも，どの区域で， どれだけの親棋の

宅地開発事業を行うのかを，事業の施行者たる公的機関が，その区域内の土地

所有者の意志とは無関係に独自に決定することができ，決定された区域内にお

いては会ゐ岳剰カをも二士事業を実施しうる。乙の点におc.て， ζ の 2つの事

業は宅地政策を独自に遂行するための基礎的な政策手段になりうるものであフ

マー
ι 。

新f主事業の主たる内容は，地方公共団体， 日木住宅公団等の公的機関が事業

の施行者とな .1]. 数百へグタ ノレから数千ヘクターノレにもおよぶ広大な区域内

3) 労働者が都市へ急散に流入するこどによってヨ|き起こされる住宅離の「解決」には，資本主義
社会では土地の需要供給関揮を緩和することが基本になる@一般的な地価の高騰という条件のも
とで， 宅地を造成して分譲したり， その上に家屋を建設し賃貸もし〈は胆売する事業を行う場
合，その事業者には地価の値とがり分だけのもうけは保証されているs 宅地の供給が促進される
りはこの日直りにお←てである。
ェγヶ'ノレス，住宅問題.1872田 73年. 1マルクスエンヶソレス全集」第18巻を参障し ヘ
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にある土地を全面的に買収し，この買収した土地を住宅用地および公共用地と!

して造成した上で分譲することであるが，土地買収に際して土地所有者に対す

る法的強制jカ(収用権，先買権〕が行使されうるのである。

他 0)1つの方法である公団区画整理事業白主たる内容は，住宅公団が事業の

施行者となり，住宅公団が前もって買収した土地が合まれる区域において区画

整理事業を施行し，公団の先買いした上地と減歩に相当する土地とを必要な場

所に集約・造成した上で，新住事業主同じような形で処分することである。こ

の区画整理事業は区域内の土地所有者に対して強制的に実施されるが，減歩は

実質的には公団による土地取り上げに他ならない4)。

この 2つの事業方式が成立したことは，宅地政策が土地政策との結合を強め

つつ独自に展開する基礎を得たことを意味する。すなわち，公自力機関がその政

策意図に沿って，従前の土地所有者(多〈は農民〕の土地所有権を侵害すること

によって，宅地の開発・供給を推進する体制が成立したことを意味するコ ζ こ

にいたって，宅地政策は単なる住宅建設を円滑ならしめるための用地対策とは

質的に異なるものへと発展した3 しかし，こうした宅地の開発・供給制度をい

かなる方向に運用するのかという政策的な位置づけが明確になるのは都市計画

法により住宅政策と土地政策との制度的結合がはかられる次の時期においてで

4) 半地区画整理事業は，強制的なム地買血が行われな、いという点で新住事業と異なるが，減歩を
中心としたこの事業のしくみは，事実上強制買収と同様の効果をもつのである。すなわち，滅歩
による土地取り上げは故山ような内容をもっ。①土地区画整理事業とは土地の区固形質乞変更す
る工事を行い，公共公益施設の整備された市街地を造成することである。軍公共公益施設四
用地は事業施行地区内の土地所有者が均分に土地を提供することによって確保されるが， これを

「公共減歩」という.また工事費用は造成された土地の一部分を売却する ζ とによって賄われる
が，これを「保園地滅樟」という。公団施行の場合，工事費用は公団が支出するために，保園地
冊歩k相当する主地を公団が所有するM ①結局， 2つの輔さ伝をあわせる>.旧来の士地所有者は
おおむね50%に近い減歩を受けることになる.<r公団は事業の施行に先立って，あらかじめ施行
地区内<?Jc地を買収する(~先買〉ことによって"事業施行後の公団所有地を拡大する措置をと

る。たとえば，公団が50%の土地を先買L-，滅昔率が50%であったとすれば，旧来の土地所有者
U所有し之いる土地は従前の25%にまて暗少するa ⑥事業抽行区域り決定は，区域内の土地所有
者の意志とは無関係に行われるため，減曹は強制的なものであり， この減歩を避けようとすれ
ば，公団の先買に応じる以外に方法がないから，公団の買収も事実上の強制力を有していると言
えよう。
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ある。

3. 第 3期 (19同年頃以後〕

都市計画法の成立は，開発許可制度と結びついた土地の利用区分を実施する

ことによコて，国土計画を実現していくための「土地利用計画J(園 2参照〉

を確立していく端緒となるものであ勺た3 第 2期に成立した宅地の開発・供給

制度が土地矛Ij用計画主制度的に結合したことは，土地利用計画がそれにもとづ

いて土地利用を誘導していくべき指標という役割にとどまらず，それに沿って

積極的に土地利用を転換してい〈べき基準という性格を付与されたことを意味

する。こうして宅地政策が土地政策として展開されて現在lこいたる時期を第3

期とすることができょう。

都市計画法は基本的に 2つの点で宅地政策，とむわけ大規模宅地開発政策と

土地利用計画との制度的結合をほかったう

第 1は，大規模宅地開発が優先的に市街化をはかってい〈べき区域とされる

図-2 国土計画・地域計画 s土地利用計画の体系

府県長期総
1...~. 経済問発・社会開発・行財政等の計画

経済開発・社会閥発行財政等の計画|土地利用詳細計画

市町村長期総合計閣

備考 ①計画は上から下への体系によって構成されるョ
② 土地利用計画は国土計画にもとづいて定自られるとともに国土計画を実
動あるも叩とするための保証となる"

③土地利用計画を実効あるものとするために各方面の権利の行使は厳しく
規制されるロ

① 土地利用計画にもとづいて土地の計画的供給をはかることが，土地利用
計画乞実施するためり基本酎方策となる.

⑤宮沢弘「新国土計画論J120-125ベ ジ参照.
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「市街化区域」において実施すべき「市街地開発事業」と L ζ位置づけられた

点である。市街化区域においては市街地開発事業が積極的に実施されるよとに

よって，土地利用の転換が強力に図られるのであるが， ζの市街地開発事業の

主たるものが大規模宅地開発に他ならない。換言すれば，都市計画法における

基礎的な十地刺用計画である市街化区域の設定は，その医域における大規模宅

地開発の実施によって土地所有者たる農民から白土地所有権の収奪が可能性と

して保障されているとしづ意味で，単なる計画上の利用区分ではなく，実体的

な意義を有しているのである。したがって，市街化区域をいかなる区域に設定

するかが，土地政策と深く関連してくることになるのである。

第 2に，市街化区域の設定は，単に趨勢として市街化しつつある区域を対象

に行われるのではなく，土地政策に沿っていわば計画的に市街化をはかるべき

区域をも対象にして行われる点である。〔注20参照〉すなわち，土地政策上の見

地から，ある区域を市街地化する必要があると判断されれば，その区域におい

て大規模宅地開発が実施される乙とになるが，それは都市計画法による土地利

用計画にもとづいているのである。

さらにこの時期には，土地政策と土地利用計画との結合が促進されたことに

よって，大規模宅地開発のための 層強力な制度が成立した。新都市基盤整備

法にもとづく新都巾基盤整備事業がそれである。これは 2つの点でそれまでの

大規模宅地開発の内容を発展させている。 1ワは，新住事業に比べて，大都市

から 層隔たった土地において，一層大規模に実施されることが構想されてい

るごとである。これは土地政策とりわけ土地利用計画を実施に移すことができ

る区域がそれだけ拡大Lたことを意味する。他の 1つは，公的機関による土地

取得の方式において，強制買収方式と区画整理方式という従前の 2つの手法が

併用されている点である。すなわち，事業の施行区I車内の土地を全面的に強制

買収することが，土地所有者の反対による困難を伴うことを考慮して，部分的

な強制買収に切り換えるとともに，減歩に対する土地所有者の反発によって区

画整理事業の実施が困難であることも考慮して，一般の区画整理事業において
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は減歩に止って生みだきれる「公共施設用地」に対応する土地をあらかじめ買

収するように切り換え℃いる。それは，より少ない土地の買収によって，より

大規模な宅地開発事業を行いうることを意味しており，より強力な大規模宅地

開発の方式だといし、うるのであるヘ

かくして，日本の宅地政策が住宅政策を起点としながらも，土地利用計画と

結びついた上り大規模な宅地の供給策として展開してきたととは，公的機関。

有する法的強制力をもって長民の+地所有権全収奪し，宅地として利用しうる

土地の区域をより広範囲に拡大してきた乙とに他ならなし、。それは同時に資本

が自由にしうる土地の区域が拡大したことを意味しており，周知のような土地

投機の横行する状態を生みだしている。この時期における宅地政策のもう 1つ

の柱である地価対策として生まれた地価公示法，公有地拡大の推進に関する法

律もこうした条件のもとでは無力なものであることは歴然としてきた。そして，

Lうした方向での政策は，一層強力な地価対策立法を生みだすよりは，むしろ

都市計画法を基礎としたより広範な規制力を備えた士地利用計画に包括されよ

うとしているのである。

4. 宅地政策の今後の発展方向

宅地政策が住宅政策ではなく土地政策として展開してきたことは，住宅政策

り面からみれば，そり中心が低家賃住宅の大量供給によって住宅難の緩和に資

すると己ろにあるのではなく，宅地の大量供給によって個人の持ち家建設を促

がすく=持ち家政策〉というところにあったことを意味する。宅地の大量供給は

地価の安定に直接つながるものではなし第一義的には資本の自由にしうる土

地の区域の拡大に他ならず，高騰する地価の利益は家賃，分譲価格として住宅

供給産業に帰する。従って，現在の住宅・宅地政策が根本的に転換されない限

め この制度を準備したのは，宅地審議会第1故笹中「新市街地の開尭に闘する制度:心確孟に関す
る答申J (1965年〕である。この答申が提起した具体的な開発の方式の多〈は同法では成立しな
かった。 しかし， 市荷地開発に対する考え方においては，基本的な点で共通している。 ナなわ
ち，次の点が強調されている。①土地の公共性，および開発fI.益の社会への還元。②大規模な市
街地の開発によって都市圏の発展を秩序づけていくこと。 ①宅地開発事業の公共井生にもとづい
て，土地の所有権・利用権はそれに従属すべきこと。
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り，住宅難が宅地供給量の拡大にもかかわらず再生産されるであろうことは，

ーの聞の事実が厳然、と物語っているべ

しかし，今日の政府の宅地政策は，長良ゐ主也前右権を注目b菰剰コらを4二そ
収奪L.宅地として利用しうる土地の区域を拡大すること自体を目的1-して，

いっそう体系化されようとしている九 ζ うした方向での制度の整備は土地利

用計画のおよぶ範囲の一層の広域化，精密化がすすめられることを前提としく，

主に次のよヲな方向で推進されるであろう。

第 lに，公的機関による土地取得のための一層強力な制度を確立するιとで

ある。その内容は宅地審議会第 1次答申「新市街地の開発に関する制度J(注5

参照〕に提起された土地の「還元譲渡制」に示唆されている。

第 2に，新都市基盤整備事業のような大規模な宅地開発事業を担いうるよう

な強力な事業主体を創出することである。現在の宅地開発を中心的に担ってい

る住宅公団，地方公共団体にはそれぞれ，前者の主たる任務は住宅建設にあり，

後者は地方自治体として住民の意志の束縛を受けるという制約がある。すでに，

国の政策に基づき宅地開発に専念しうる機関としての「宅地開発公団」の構想

が提起きれている。

6) 第 i枕住宅建設5ゲ年計画 (1966-70年)におい亡は， 住宅難世帯431万戸に対する建設すべ

き計画総戸数670万戸〔公共住宅270万戸， 民間住宅40万戸〉は100時以上達成され，対応した宅
地供給(表-2毒照Jもなされているが， 計画期聞に住宅難世帯はほとんど減少していない.数
字の上では住宅需要に対応した住宅供給が行われたようにみえても，供給される住宅が相変わら
ずの制過密住宅であったり，住宅難世帯の負担に耐えなし高価格高家賃のものであれば，そ
れは住宅難の解棋に寄与しないのであるー

この点については，佐藤哲郎，政府住宅政策の検討，

代の住宅一土地問題J (昭和46年〉を参用地
7) 次の提言はこの点を明暗に提起している。

「講座現代日本の都市問題」第3巻「現

①刷出「都市政聞大綱」。都市政策の目標は「日本列島全体を改造して， 高倍率で均樹のとれ
た，ひとつの広域都市圏に尭展させることJ (2ページ〉にあり，そのためD重点政策は. I 

近郊市街地を計画的に置成L. ュ ジティを建設するo (そこでの住宅地造成，住宅建設白
ー引用者)主力として民閣デベロツパーの婁加士求めるJ (3ベージ〉こととされている。
②経清審議会土地政策研究委員会「日本の土地問題J昭和45年。土地問題の解決は「国土全体

白有劫利用を図る中にJ (83ベージ〉見い出すことができるという考えに立ち，宅地供給面白対
策として次のようなことが提起きれている.すなわち. I通勤交通の改善により，通勤可能圏域
を拡大する必要があるE この圏揖内の農地等についてほ，各種都市施設の整備，区画整理を推進
することによって良好な住宅環境を有する土地に転換する .J (84ページλ
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こう Lた方向での制度の整備をつうじて宅地政策が国土全体の規模で推進さ

れる体制が確立した時，昭和50年代の宅地政策ともいし、うる宅地政策のあゆみ

の第4期を迎えることになるであろう。

III 大規模宅地開発の本質

前章では，戦後日本の宅地政策のあゆみを，宅地政策が住宅政策から分離し

て宍規模宅地開発政策を軸とした宅地の大量供給を推進する政策へと展開Lて

しぺ過程として述べ，大規模宅地開発が土地政策との関わりで農民からの土地 / 

所有権ー利用権の収奪を推進する役割をはたすようになったことを強調してき

た。そして，大規模宅地開発が宅地政策の中心的位置を占めるようになったζ

とこそ，今円の宅地政策をして単なる宅地供給策ではなし大資本が自由に掌

握しうる十地を拡大する政策たらしめるものである ζ とを示唆的に述べた。

では，農民からの土地所有権・利用権のl収奪を推進する大規模宅地開発政策

は土地政策のなかでいかなる位置づけを与えられているのか。本章においては.

大規模宅地開発政策との関連に焦点をあてながら，現在の土地政策がいかに農

業を従属させる方向にすすんでいるのかを考察するなかで，大規模宅地開発政

策の性格づけを試みたい。

1 大規模宅地開発の概要

大規模宅地開発政策の本質規定をする前に，本稿における大規模宅地開発と

はどのようなものを意味しているのかを簡単に述べておこう。

大規模宅地開発とは，第一義的には公的機関が法的強制力を背景として行う

宅地開発事業であり，その規模については計画人口がおよそ 3万人以上の開発

計画を想定している。この 3万人という基準は，事業のための法的要件という

意味ではない。人規模宅地開発は，単なる住宅団地開発とは異なり，公共施設

をも備えた住宅市街地の建設が本来の構想であり，典型的なものを検討するた

め一応こうした基準を設けたのである円

先述のごと<.大規模宅地開発は. 1960牛代に入るとともに，新住事業およ
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び住宅公団区画整理事業という形で数多く実施されるようになったが，その大

部分は首都圏・近畿圏・中部圏という三大都市圏におい亡実施されている。そ

して前述のような恵味での大規模宅地開発は， 1970年末現在で29地区を挙げる

ことができる。(表 1参照〉

なお， これ以下の規模の宅地開発事業(任意。全面買収事業として行われている

もむが多い〉中民聞の宅地開発事業も数多〈行われており 3 宅地供給の量的側

面からみれば，民聞の占める比重が最も高い。すなわち i建設白書昭和42年

表-1 大規模宅地開発の分類

戸海
地方住宅供給公社 口本住宅
および地方自治体 公団 Z十

忌一住事業|公有水面埋立 区画整理

首都圏

千 葉 2 1 1 

東 京 1 1 8 

神奈川 2 

兵 車 4 ，2 
iII 

大 阪 3 2 
畿 15 

奈 良 1 
圏

京 都 1 2 

中部圏|愛 2 l 

他 12Ti 2 

l 

16 1 12 

備考① 1971. 3時点建設省計画局宅地開発部調べ。 1970年末事業実施中のもり

および1966年ι降完7したもの。

②本調査では，公的機関による 100ha以上の開発を大規模宅地開発とL

ているが，それでは困地区が教えられる.

③ 以桂事業実施?と啓されたものとしては港北ニュータウン等がある。

8) 一般的には通常の住宅団地と区別する次のような大団地の定義が与えられている。 i人口密度

1ヘクタ ノレあたり， 100人から300人を基準として約 l万人が居住できる単位， いむゆる 1住

区を形成できる規槙で，ある程度自己克足的生活圏が形成される住宅市街地を大団地とみなすJ
t金沢良睦他編|住宅問題講座」第5巻「住宅経営」昭和明年， 275ベージλ
新住事業の法的要件も，これに従って10万坪〔約33へクタール〉以上とされている.
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版」によると第 1次住宅建設5ヶ年計画 (1966-70年)に対処、した宅地り開発供

給面積は，公的宅地開発によるもの 23，600ヘクタ-/1.-，民間宅地開発によるも

の 25，400ヘクターノレという見通しが立てられている。(表 2参照〉前章では，

196日年代に入って，公的機関による大規模宅地開発が宅地政策の基本になった

と述べたが，量的には依然として民間宅地開発による供給が主力をなすことを

示している。このことは，大規模宅地開発は民間の宅地開発事業を決して排除

するものではなしむLろ宅坤ムとして利用しうる土地の区域を法的強制力をも

って拡張し.民間資本による宅地供給を一層円滑にしてゆぐところにその重要

な役割があることを示している。

2.大規模宅地開発と今日の土地政策の主要な特徴

現在のわが届の土地政策においては，都市計画法にもとづく「都市計画」に

よって土地の利用区分が行われており，農地もこのなかに組み込まれている。

わが国の土地政策の主要な特徴は，農民の土地利用権を侵食し I都市計画」

に沿った土地利用を図ることにある。この「都市計画」は国の種々の工業開発

表-2 宅地供給見通し 〈単位 A クタ ル〉

摘 要 1 1961'-""65 I 1966，-...，70 I 1960........，85 

機公的関
供直接宅給地 新開区収住発画得事事整分業業理)，事等，。公業般団〈宅土公地地団 7，100 11，950 59，S口0

公理地由共事整分業団理〕体等，事土公業。地団(区土民画地有整換区よ 上記も以外 8，900 11，650 49.000 
るも のの

の

計 16，日00 23，600 108，5日O

民に
間よ

事3 業造民間，成土等民地。間区事画業整者理宅事地 18，800 I - 25，400 111，500 

業の

合 E十 220，000 

出所「建設白書昭和42年版」
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計画に従属し，農業の地域的発展条件を無視して定められたものに他ならない。

そして，この土地政策を実施していくために，国家権力による農民の土地所有

権に対する直接的な介入が行われている。

ここでは，こうした点に沿って主として都市計画法によって体系づけられて

いる士地政策の制度面からみた主要な特徴についてs点に要約して叙述する。

(1) 現在の土地政策は「都市周辺部における無秩序な市街地の払大を防止」到

する ζ とをその目的として誼いながら，現実には都市の膨張自身を目的として

すすめられている。すなわち，その目的は資本主義が「たえず新しい大都市を

生みだすJ10Jために必要とする土地を， 土地の利用区分に上って確保すること

に他ならない。

これを制度面からみれば， 農業地域をも広範に含んだ区域を「都市計画区

域」と定めることによって， この区域内にある土地に都市開発の対象とみなす

べき土地という土地利用上の性格を与えている。 この区域内にある農地は 306

方ヘクターノレ〈全農地の59パ セ γ ト〕に達しており円これだけの農地が土地

利用の面からとはいえ， もっぱら都市政策上の見地から扱われるべき土地とし

て固い込まれているのである山。 さらに， この都市計画区域は優先的に市街化

をはかるべき区域とされる「市街化区域」と当面は市街化を抑制すべき区域と

される「市街化調整区域」という利用区分によって大別されるが，前者におい

ては単なる利用区分にとどまらず大規模宅地開発に代表される市街地開発事業

が行われ，強制的な市街地化が図られ，当面は，現在の市街地面積を数倍に拡

9) 宅地審議会第6次答申「都市地域における土地利用¢合理化を岡るための対策に関する答申」
(I96T年L なお，この答申の内容が都市計画法として法制化されたのであるロ

10) エソゲノレス，反ヂ品ーリング詰， 1878年. iマルクス エングノレス全集.J304へ一九

11) 都市計画法施行当時の農林省の試算.榎並公雄，都市化のなかの近郊農業. i農業と経済J3' 
巻 8号〈昭和44年〉を参照.

12) 都市計画法〔以下の注では「法」という〉第5条1曳および都市計画法施行令(以下の注で
は「令」という〉第2条の規定によって，市，または人口 1万人以上でかつ「商工業そ¢他」に
従軍するものが全就業者oV50%以上白町村についてはすべて都市計画区域の指定がなされる白
19T3年 3月31日現在，指定された都市計画区域に含まれる市町村教は1，716に達するo (i建設

白書昭和49年版J86へンJ.
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大する ζ とが見込まれている H)。他方の市街化調整区域も永久に市街化を行わ

ない区域ではなく r市街化予備区域」と Lづ性格を有しており 5年ごとに

順次，市街化区域に編入されていくのである。この区域においては，小規模な

開発が排除きわ，大手民間資本の手による大規模開発が容易に行われるように

なっており円 将来市街化区域に編入された際に予想される開発利益は大手資

本の手に独占されているのである。

こうした利用区分の方向からみれば，都市計画区域は外延的に順次拡大され，

それに従って市街地の規模も順次拡大されていくのである。究極的には「日本

列島をひとつの広域都市圏とする」聞ことが目ざされているとみることができ

ょう。

(2) 以上のような市街地の拡張にともなって. rエ業生産先決方式」にもと

づいた「都市地域における土地利用の合理化J161 が図られることが土地政策。

第 2の特徴である。

どこに， どれだけの，どういう種類の市街地を拡張していくかは，全国総合

開発計画，三大都市圏の開発整備計画のような都市計画の「上位計画」によっ

て大枠を定められ円 さらにそれぞれの地域の工業生産の見通しに従って具体

13) 百出寸~U第 3来，令付則第 4条の規定によって，市街化区域，市街化調整区域の区分は，当面す

べての都市計画区域には適用されない。当面この区域区分がなされるように指定された都市計画

区域は867市町村であり，このうち783市町村について区域主分が実際に行われた.それによる市
街化区墳L市街化調整区域の商積はそれぞれ123.0万へクタ -JV， 331. 3方ヘグタールに達してい
る切 (1974年1月1日現在，前出「白書J78ベージおよび87ベージ〕

なお. r新生国総合開尭計画」においては現在(1965年)申市商地面積46方へクタールを1985

年までに94万ヘクターノレまで拡大するとされているが，市街化区域の面積もほぼそれに対応した

も白になっている.
i司 法第到来1項によって，おおむね5年ごとの調査にもとづし、て都市計画の変更生苛う ζ とが規

定されている。
15) 重た，法第34条の規定によって，市街化調整区域内申開発行為のうち許可対量になりうるもり

は，やむをえないものに制限されているが，同条1項目号および令第31条の規定によって.20へ
クタ ル以上の規模の開発行為は例外的に許可対象とされる点が重要である。

15) 前出「都市政策大嗣J7ベージ.
16) 前出「宅地審議会第6次答申」まえがき。
17) 法付則第3長， 令付則第 4条， および法第四条3項L令第12条の規定によ 2て三大都市圏申

F開発整備区域」は優先的に都市計画区域となる@
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化される。これは主として 2つり内容を持っている。第 1に，市街化区域内に

おいて，資本にとっての効率的な土地利用を目的とした詳細な土地利用区分を

行うことであり川， 第 2，乙， より重視すべきことであるが，現在の農林地を工

業生産の必要に応じて，工業用地，住宅用地へ利用転換できるよう土地の利用

区分を行うことである'"。これが政府のいう土地利用の「合理化」に他なbな

し、。

後者について. 'dらに2つの意味を指摘じなければならない。第 1に T業

生産の拡大にとって必要とされる土地を農林地に対し優先的に確保するために

は，現在の農林地をも強制的な利用転換の対象にしており，その残余の土地の

みが当面の農地として残されるということであり，第 2に，たとえ現在の市街

地に接していないような区域の農林業地域にある農地さえ，その区域が「工場

適地J. r住宅適地」であれば， 強制l的な利用転換が図られるということであ

る却)。

(3) こうした農地の囲い込みに対して，農業側から「農業の健全な発展を図

るための条件をそなえた農業地域を保全L形成するJ21lという目酌をかかげた

「農業振興地域J(以下農振地域と略す)の指定が農林省の指導のもとに行なわ

れているが，これも農地の聞い込みに対して有効性を持ち得ず，むしろそれを

補完哩るものごある。

18) 法8，9，および13尭の規定によって，市街化広域内には「地域地区」が定められ，建築基準
法辛による建築物に封ずる規制が行われる。

19) 市街化区域の規模をどれだけにするかは法第6尭で規定されている「基礎調査」にもとづいて
定められるが，より具体的な調査額目は都市計画法施行規則によって規定されている。たとえば
地価の分布の状況，事業所数，従業者数，製造業出荷額等工業に関わった項目ばかりであり，農
林業に直接潤わった項目はみられないa

そして 建設省都市局長週連「都市計画法の施行についてJ(1969年9月10日建設省都計発102

号)mの('(では，市街化区域の規模は「おおむね10年後の人口および産業(~工業 引用者〉の
見通しJにもとづいて定あるよう指示している。

20) 同上都市局長亜査では. r既成市街地」およびその周辺の市街化が進行してヲつある区域のみな
らず，計画的に市荷化をはかるべき区域〈法第7来 2項に規定〉として，工場適地，住宅適地で
50ヘクタ ル以上のものは飛地の市街化区域とするよう指示している.

21) 農林事務次官通達「農薬振興地槙の整備に関する法樟の施行についてJ (1969平10月1日農政
第叩00号〉第10
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第 1に，市街化区域にある農地は一切農振地域の指定対象にならず，したが

って農業上の公共投資の対象から除外されている回。すなわち，市街化区域内

にある農地の宅地への転換が農地政策の面からも促進されるのである。

第 2に，市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域という建前ではあるが，

そのすべてが農振地域に含まれるのではなく， きわめて限定された「優良農

地」のみが農娠地域の対象になる由。すなわち，市街化調整区域むうちの限ら

れた地域にのみ農業上の公共投資が行われることによって，この区域全体とし

てはまさしく市街化予備区域とならざるを得ないのである。

(4) 現在の土地政策は「都市計画」にも左づく土地の聞い込み者推進するた

めに，農地法により県地を確保すべく定められた農地転用許可制度をも自己に

従属したものに変質させている。この制度は今では農地を確保するもの Eいう

よりは，むしろ農地転用の順位づけをするものになっている。

それは次の点に具体的に示されている。第 1に，市街化区域に設定された区

域内の農地転用は従来の許可制から届け出制に変更され，農業上の条件に関係

なく自由に転用することが可能にな勺たことであり，第 2に，調整区域におけ

る農地転用も「都市計画」に合致したもので，かっ一定基準以上の優良農地以

外であれば，許可対象になったことである却。 さらに，減反政策の実施に伴い

水回転用についてはより一層広い範囲の農地が許可対象になったのである目。

22) 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年〉は「農業振興地域」を指定して，その地填に農業

に関する公共投資を集中Lょうとするもりであるが(同法第2条)， 同法第6条3項の規定によ

って市荷化区域は農業握輿地域から除外される。
23) 農業振興地慣の整備に闘する決律第6条2項および前出農林事覇故官通達第3の5におし、て，農

業振興地域の要件が規定されているが，そこでは，規模拡大，農地の集団化，豊乍業の機械化等
「農業経営近代化J か市型られる見込みのある区横を選定するよう尭件づけてい~，

24) 市街化調整区域という区分に対応した農地転用許可基準である農林事務次官通達「市街化調整
区墳における農地転用許可基準につい亡J (1969年10月22日農地B第3165号〉では， ，甲種b農地」
という従来よりも限定された優良農地の区分が設けられ， ，原則として許可しないもの」は一層
限られた農地になった。

25) 農林事務次官通産「水田転用についての農地転用許可に関する暫定基準の制定についてJ (19 

70年2月19日農地B第465号〉では，たとえば道路から200メ トルの範囲にある水田の転用につ
いては，それがた2二えf1種農地」に関するも白であ勺ても許可対象にするよう指示している。
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(5) 以上では現在の土地政策は主とじて「都市計画」にもとづいて土地の利

用区分を行い，基本的には農地から宅地への利用転換を促進することを主な内

容としていることを述べτきた。しかし，現在の土地政策はこうした土地利用

権の面からり農民自土地所有権の侵害にとどまらず，国家権力の直接的な介入

によって強力に実施されるりであり，直接的な農民からの土地取り上げをも伴

っている。

第 1に， ["都市計画」にもとづく土地の利用区分の決定は，土地所有者の意

志とは無関係に建設大臣から都道府県知事へという上から下への指示で行われ

るようになっている26)0 このことは.各地域における土地利用が，その地域に

おける直接利害関係者の意志が反映することはきわめて生なし国の土地政策

によって強力に統制されていることを示している。

第 2に，土地所有権への税制面からの侵害が行われている。税制調査会土地

税制j特別部会答申「土地税制のあり方についての答申J(19同年〕等によって土

地税制も土地政策の一環として位置づけられるようになったが，とりわけ市街

化区域内農地に対する宅地並み評価にもとづ<，固定資産税および相続税の重

課は農民に土地売却を強制し，土地所有権の放棄をせまるものである'"。

第 3に，土地収用権を行使することによって，直接的な農民の土地取り上げ

も行われている。["都市計画」によって囲い込まれた市街化区域において行わ

れる種々の開発事業は，都巾計画事莱として土地収用権が付与されているo こ

26) 市街化底捜， 市街化調整区域に関する都市計画は都道府県知事が決定するが(法第四条)， さ
bに建設大臣の認可権〔法第18条3項)， 指示権(法第24条1-4=噴)の行使によって， その決定
が国の計画に合致したものになるよう保障されている。

27) 土地税制答申の提起した当面費施すべき施策は，(j;個人の長期保有土地に関わる譲渡所得課税
白変更，②個人の短期保有土地に関わる譲渡所持課税方式の査更，直事業用資産の買換制度およ
び個人の居住用財産を取得するための買換制度目合理化，(j;収用等の場合。特殊的軽減の縮減合
理10，喧固定資産税評価の適正化等という 5項目であコたが，農弛所有の故棄を促進するもりが
中心になっている。

これを古めて，土地税制全世の概要と問題点の指摘に丸、ては，角良部小泉培、L 土地税
制，金沢良雄他編「住宅問題講座」第8巻「土地問題j(昭和43年)，および渡辺幸則，土地税制
白現院・土地税制答申D考え方.櫛田光男他編「土地~rp~題講座」第 3 巻「土地法制と土地税制」

(昭和46年)を車問w
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うLた土地収用は，土地政策実施上の最後の決め手になっているのである。

IVおわりに

これまで，大規模宅地開発の宅地政策上の位置づけ』および大規模宅地開発

が現在の土地政策によっていかに性格づけられているかについて述べてきたが，

今一度，大規模宅地開発の本質を以下の 4点にまとめて結びとしたい。

第 1に，大規模宅地開発政策は住宅政策あるいは宅地政策の一環というより

は，むLろ資本にと勺ての国士全体の効率的土地利用をめざす土地政策の 部

を構成し，それを実施に移すための主要な政策となっている。

第 2に，国土の効率的利用とはすなわち国土の広範な区域を市街地として聞

い込み，農民の土地所有権・利用権を侵害し，必要な場所に，必要な量の宅地

を供給することに他ならない。大規模宅地開発は，こうした課題を公的機関の

主導によヮて推進するものである。

第 3に，大規模宅地開発がそうした制度たりうるのは，農民の土地所有権・

利用権を侵害する土地政策の方向に合致したものせあり，かつ直接的な農民か

らの土地取り上げによってそれを保障しうるからである。

第 4に，したがって，よのような宅地開発が容認されている現状にあっては，

農業そのものを守っていくために農民が団結して土地取り上げに反対するか，

もしくは農業を続けうる条件を保障することを要求し℃闘っていく以外に道は

ない。現在白土地政策が土地の私有権を前提にしている限り，農民の土地私有

権の廃絶を宣言することはできないからである 3


